


所得税における負担調整の内訳の国際比較 (単身・平均給与)

(2015年1月現在)

O前頁の国際比較について、調整措置の効果を「給与所得のみに適用される控除」とf勤労所得等lこ広く適用される控除等(=そ

れ以外の軽減措置)Jで分類すると、我が国は「給与所得のみに適用される控除」の割合が大きい。

(注1)なお、ここでは、給与について経費を概算で控除するものを対象としているが、 概算ではなく(または概算と選択制で)実額で経費を控除するこ
とができる国も存在する点に留意が必要。

(注2)給与所得控除等の所得計算上の控除は、他の所得控除よりも先に適用されるため、より高い税率のブ、ラケットに係る負担を軽減することとなる。

仮に、こうした順番を勘案せず、それぞれの所得控除がその所得控除額に応じて比例的に税負担を軽減するものとして計算した場合には、日本
の「給与所得のみに適用される控除」の割合は、57.8%となる。
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(備考)1.用いている給与収入の額は、 OECD“TaxingWages 2015"に掲載された平均給与額。
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2.社会保険料控除を考慮しない場合、 f給与所得のみに適用される控除」の割合は、日本87.2%、ドイツ23.8%、フランス40.1%となる。 32 
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